
 
 
 
 
 

競争的資金等の適正運営及び不正防止の推進 

 

 
 

部局責任者 各部

局長 

各部局等における競争的資金等の運営及び管理について統括する実 

質的な責任と権限を持つ。（第 4 条第 3 号） 

最高管理責任者 

学長 

大学全体を統括し、競争的資金等の運営及び管理について最終責任を負う。 

（第 4 条第 1 号） 

統括管理責任者 

事務局長 

最高管理責任者を補佐し、競争的資金等の運営及び管理について全体を統括 

する実質的な責任と権限をもつ。（第 4 条第 2 号） 

通報窓口 

（第 9 条）

コンプライアンス委員会 

競争的資金等を適切に運営及び管理する組織として、

最高管理責任者の下に不正防止計画の推進を担当。 

（第 5、6 条） 

相談窓口 

（第 8 条） 

研究者等 通報者

内部監査  

大学全体のモニタリングが有効に機能する体制になっ

ているか否かを確認・検証する。 

第 7 条

第 5 条 第 7 条


